
別紙５-２ 

～年間の高額療養費（外来年間合算）を支給します～ 

 

別添の「高額療養費（外来年間合算）支給決定通知書」のとおり、令和３年８月から令和４年７月ま

での受診分にかかる高額療養費（外来年間合算）を支給しますので、お知らせします。 

 なお、高額療養費（外来年間合算）に関する説明は、以下の Q＆Aをご覧ください。 

 

Q：年間の高額療養費（外来年間合算）とは何ですか？ 

A： 高額療養費には、「①月間の高額療養費」と「②年間の高額療養費（以下「外来年間合算」とい

う。）」の２種類があります。 

「①月間の高額療養費」とは、１か月間（１日から末日まで）の医療費の自己負担額が一定の額

を超えた場合、その超えた額を支給するものです。 

そして、この度お知らせする「②外来年間合算」とは、計算対象期間における自己負担の割合が「１

割」の方について、１年間（８月から翌年７月まで）の外来診療に係る自己負担額（※）の合計が、

「①月間の高額療養費」を支給した後もなお１４４，０００円を超える場合、その超えた額を支給

するものです。なお、お住いの市町で福祉医療費（高齢重度障害医療等）の助成を受けていた場合、

その助成額を差し引いて外来年間合算を支給します。 

（※）入院療養に係る自己負担額および食費・居住費は対象外になります。また、自己負担額の割合が「３割」

の期間があった場合は、その間の自己負担額も対象外になります。 

【高額療養費（外来年間合算）の支給例】 

令和３年 8 月から令和４年７月まで自己負担の割合が「１割」であり、外来診療に係る自己負担額が下表の場合 

 

1 年間のうち外来診療に係る自己負担額の合計 １４６，２００円…① 

外来診療に係る年間の自己負担限度額     １４４，０００円…② 

⇒高額療養費（外来年間合算）の支給額（①－②）＝１４６，２００円―１４４，０００円＝２，２００円 

   上記の金額は支給例であり、実際に支給される金額とは異なります。 

 

Q：年間の高額療養費（外来年間合算）の支給申請の手続をした覚えがありません。どのように支払わ

れるのでしょうか？ 

A：月間の高額療養費を支給申請したことがある方については、これまでに月間の高額療養費を支給し

た口座に外来年間合算も振込みますので、支給申請の手続をしていただく必要はありません（ただ

し、月間の高額療養費の口座に廃止・変更がある場合は除きます）。今回の外来年間合算は、令和４

年１１月２日現在の月間の高額療養費の口座に振込みます。 

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合 

電話：０７８－３２６－２０２３（コールセンター） 

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 合計

自己負担額(円) 10,000 8,000 12,000 13,100 13,200 13,000 6,000 12,500 12,600 13,800 14,000 18,000 146,200

負担割合 －１割


